
女性農業者の状況について

令和５年９月
九州農政局経営・事業支援部
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１ 女性の農業従事者数

〇 九州の女性農業従事者数は81.2千人で、基幹的農業従事者数の39.7％を占める。この10年間で
45％減。

〇 そのうち49歳以下の割合は10.7％で、全国に比べて高い。また、65歳以上の割合は66.1％で、
全国に比べて低い。
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（参考）地域における10～20代女性の転出超過割合

〇 令和５年版男女共同参画白書によると、令和４年の10～20代の転出超過の割合は1.15％（対前
年比0.08ポイント増）、同年代男性の転出超過数の割合は0.97％（同0.08ポイント増）。
〇 10～20代女性の転出超過の割合は同年代男性の転出超過数の割合より高い状態が続いている。

（備考）１．総務省「住民基本台帳人口移動報告」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より内閣府で算出。
２．三大都市圏（東京圏、名古屋圏及び関西圏）を除く道県の対前年転出増加数を算出。
３．東京圏は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県、名古屋圏は岐阜県、愛知県及び三重県、関西圏は京都府、大阪府、
兵庫県及び奈良県

（「第５次男女共同参画基本計
画」抜粋）
〇地方出身の若い女性が東京で
暮らし始めた目的や理由として、
進学や就職だけでなく、「地元
や親元を離れたかったから」と
いったことが挙げられている。
その背景として、固定的な性別
役割分担意識や性差に関する偏
見、無意識の思い込み（アンコ
ンシャス・バイアス）が根強く
存在しており女性の居場所と出
番を奪っていることや、地方の
企業経営者や管理職等の理解が
足りず女性にとってやりがいが
感じられず働きにくい環境であ
ること、女性も男性も問題意識
を持ちながらも具体的な行動変
容に至っていないことなどが考
えられる。
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資料：内閣府「第５次男女共同参画基本計画（令和２年12月閣議決定）における成果目標」を基に作成

注５家族経営協定　家族経営協定に関する実態調査３月末時点

注１農業委員　農業委員会実態調査 各年10月1日現在

注２農協役員　役員に占める女性の割合　農業協同組合の役員への女性登用の促進に関する実態調査　R3年度末時点

注３土地改良区　土地改良区設立状況等調査（各年３月31日現在）

注４認定農業者　農林水産省経営局経営政策課調べ「農業経営改善計画の営農類型別認定状況」３月末時点

２ 第５次男女共同参画基本計画（令和２年12月閣議決定）における成果目標

成果目標 全国
（R3年度）

九州
（R3年度）

女性委員が登用されていない組織数 0 254/1,702 17/233

農業委員に占める女性の割合
２０％（早期）、

更に３０％を目指す
12.4% 14.3%

女性役員が登用されていない組織数 0 93/569 0/73

役員に占める女性の割合
１０％（早期）、

更に１５％を目指す
9.3% 9.1%

女性理事が登用されていない組織数 0 4,060/4,276 658/679

理事に占める女性の割合 10% 0.6% 0.4%

70,000件 59,515件 15,721件

5.5% 5.1% 7.8%

項目

農業委員に占める
女性の割合

農業協同組合の
役員に占める
女性の割合

土地改良区（土地改良区連
合を含む。）の理事に占める

女性の割合

家族経営協定の締結数

認定農業者数に占める女性の割合

〇農林水産業の発展、農山漁村への人材の呼び込みのためには、女性が働きやすく暮らしやすい農山漁村にすることが重要であり、女性が地域の方針
策定に参画し、女性の声を反映させていくことが必要である。
〇「食料・農業・農村基本計画」等に基づき、女性の経営への参画を推進するとともに、地域をリードする女性農林水産業者を育成し、農山漁村に関
する方針策定への女性の参画を推進する。また、女性が働きやすい環境の整備や育児・介護等の負担の軽減、固定的な性別役割分担意識とこうした意
識に基づく行動の変革に向けた取組を推進する。
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3 政策・方針決定過程への女性の参画

〇 第５次男女共同参画基本計画（令和２年12月閣議決定）では、
①すべての分野において「指導的地位に占める女性の割合が2020年代の可能な限り早期に30%程

度となるよう目指して取組を進める」とされており、
②農業委員、農業協同組合の役員に加えて、新たに土地改良区（土地改良連合会を含む。）の理

事についても女性の割合の目標を設定。
〇 九州地域では、特に土地改良区の理事の割合が極めて低い。農業委員、農業協同組合の役員の
割合は増加傾向。

農業委員に占める女性の割合 農業協同組合の役員に占める女性の割合 土地改良区等の役員に占める女性の割合

★成果目標
★成果目標

資料：「平成28年度 農業委員への女性参画状況」
「平成28年度 総合農協統計表」
「令和3年度 農業委員会及び農協の女性登用の促進に関する状況」

資料：「平成29年 土地改良区運営実態等統計調査」
「平成29年 土地改良区連合運営実態等統計調査」
「令和3年度 土地改良区設立状況等調査」
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４ 家族経営協定締結数及び認定農業者割合から見る女性の経営参画（九州）

〇 家族経営協定の締結数は微増。
〇 家族経営協定の締結数は15,721件で、全国の締結数の26.4％を占めるほか、令和7年度までの
締結数目標値（7万件）の22.5％を占める。

〇 認定農業者のうち女性が占める割合は、近年横ばいであるものの、令和7年度までの目標値
（5.5％）を2.3ポイント上回っている。

家族経営協定締結数の推移 家族経営協定の成果目標に対する
締結数の割合

認定農業者のうち女性が占める割合の推移
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（目標値（7万件）
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目標値（7万件）
の22.5%を
占めています

資料：農林水産省経営局調べ 資料：農林水産省経営局調べ 資料：農林水産省経営局調べ
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6 女性農業者に対する支援事例
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閲覧＆グループ参加
お待ちしております！

（参考）Facebookはじめました
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